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姫宮神社本殿文化財調査報告書 

 
平成 17 年 10 月 15 日    

宮代町教育委員会 河井伸一 

１）調査理由 

 平成 17 年 5 月 21 日に行われた第 1 回文化財保護委員会にて文化財指定候補 8 件につ

いて審議が行われた。会議の際、姫宮神社本殿について建築史学的な視点から、建立年

代等を明らかにする必要があるとの決議に基づき、調査が計画された。 

 調査は、宮代町教育委員会事務局及び文化財保護委員の中に建築史学に精通するもの

がいなかったため、県指定文化財五社神社本殿等の調査で実績のある文化財工学研究所

に依頼し実施した。基本的には、建築部材の絵様や木割などから年代を明らかにする作

業を行った。なお、配置図については、平成 11 年 8 月に実施した姫宮神社古墳測量調査

の実測図を、間取図については、教育委員会河井が平成 17 年 8 月 31 日に文化財工学研

究所の調査の際、立ち会いながら作成した間取図から作成したものである。従って、建

築的に正確な間取図ではないが規模等について凡そ分かることができると考えられる。 

なお、蟇股には十二支の彫刻が施されており（辰と戌を欠く）、その配置は実際の方位

にほぼ一致する。 

 

２）調査日時 

  現地調査 平成 17 年 8 月 31 日（水）10 時～14 時 

  報告書作成 平成 17 年 9 月 1 日～10 月 14 日（文化財工学研究所） 

        平成 17 年 10 月 14 日～15 日（教育委員会） 

３）場所 

 宮代町字姫宮 373 宗教法人姫宮神社 本殿 

 

４）調査者 

 宮代町教育委員会 河井伸一 

  株式会社文化財工学研究所 主任研究員 大島恒夫 

 

５）調査の結果 

  （１）姫宮神社配置図・姫宮神社本殿間取図（宮代町教育委員会） 

（２）姫宮神社本殿建立年代に関する所見（株式会社文化財工学研究所） 

（３）建造物現況調査票 











姫宮神社本殿　建立年代に関する所見

平成１７年９月３０日

株式会社　文化財工学研究所

１．調査の経緯

　姫宮神社本殿は、背面側の基壇に「正徳五年」と刻

されているが、これがその建立年代であるかは明らか

でなかった。今回、社殿の絵様（「えよう」：部材に施

された彫刻）や各部材部位の主要寸法を考察した結果、

その建立年代は正徳５(1715) 年である可能性が高い

ものと考えられた。以下にその詳細を述べる。

２．調査と考察

(1) 絵様による考察

　県内や近県において、その建立年代が正徳５(1715)

年前後であることが確実な遺構を選んで、各部の絵様

を比較した。今回比較の対象とした遺構は、与野氷川

神社（さいたま市　宝永６（1709）年）、大悲願寺本

堂（東京都あきる野市　元禄８（1695）年）、開光院

表門（同　宝永３（1706）年）、広徳寺山門（同　享

保５（1720）年）である。

　正面虹梁の絵様は、宝永６（1709）年建立の与野

氷川神社との共通性が見られる。

　拳鼻の渦紋も、与野氷川神社と共通性が見られる。

また、都内では元禄８（1695）年の大悲願寺本堂（あ

きる野市）や宝永３（1706）年の開光院表門（同）、

享保５（1720）年の広徳寺山門（同）の木鼻などが

意匠的に似通っている。

　以上より当本殿の絵様は、１８世紀前半に建立され

た近傍の遺構と似通っており、基壇に刻された「正徳

五 (1715) 年」がその建立年代である可能性が高いも

のと判断された。

　なお妻虹梁は、後の時代に見られる立浪の絵様を用

いており、時代的に下がるようにも見受けられるが、

細部を見ると繊細であることから、当時としては先駆

的な意匠を採用したものと考えられる。

(2) 木割による考察

　今回の調査においては、社殿の各柱間及び柱径、長

押及び頭貫の成、垂木の下端及び成を実測し、その木

割値を以下に示す木割書と比較して考察した。参照し

た木割書は、「匠明社記集」より「三間社の図」、「大
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　　　　　　(*2)



工規矩尺集」より「梯子七志ゅ畳三志ゃ宮」である。

　「匠明」は、慶長１５(1610) 年に、江戸幕府作事方

大棟梁、平内家の秘伝書として書かれた権威ある木割

書で、門外不出とされていたが、明暦元 (1655) 年に

は、同じ内容のものが「新編雛形」及び「新編武家雛

形」として公開上梓されている。一方「大工規矩尺集」

は、元禄１３（1700）年に江戸日本橋の須原屋茂兵

衛により木版本として発行されたものである。

【規模】

　正面の三間の柱間の内、中央の柱間は 4尺、垂木

数は16枝である。これに対して脇の間は3.5尺14枝、

妻の間は脇の間と同じく 3.5 尺（14枝相当）である。

これらの枝数は、「大工規矩尺集」の記述に合致する。

身舎の総垂木数は桁行で４４枝、梁行で２８枝となり、

梁行は桁行の約 63/100 である。これに対して「匠

明」の記述では、桁行３８枝、梁行１９枝でその比率

は 50/100 となり、「大工規矩尺集」に比べて奥行き

の比率が小さい。梁行総間の中の間桁行寸法に対する

比率も「大工規矩尺集」の 175/100 に対して、「匠明」

では136/100となっており、全体的に「大工規矩尺集」

の方が奥行きが広い。以上述べた通り、姫宮神社の枝

数による平面計画が、「大工規矩尺集」による規定と

寸分違わず一致が見られることは、注目に値する。

【軸部】

　当社殿の身舎柱の推定木割値は脇の間の16/100で

ある。これは「大工規矩尺集」の数値に合致する。「匠明」

では妻の間を基準に算出しており、その数値は妻の間

総間の 10/100 である。姫宮神社の柱太さは妻の間総

間の 8/100 であり、「匠明」より細い木割である。「大

工規矩尺集」の妻の間総間に対する柱の太さの比率は、

枝数で換算すると 8/100 であり、平面計画のみなら

ず、すべての部材寸法を決定する際に基準となる柱の

寸法についても「大工規矩尺集」との一致が見られる。

　以上、建物の規模と柱の太さについて、その寸法体

系を木割書と比較してみたが、今回比較した範囲では、

「大工規矩尺集」の記述にすべて合致する。このこと

から、「大工規矩尺集」の影響が、発行から１０年以

上過ぎた正徳年間には、既にこの地にも及んでいた可

能性は否定できない。今後の詳細な実測調査が望まれ

る。

(3) 県内各遺構との建立年代の比較

　埼玉県内の国指定・県指定の神社本殿建築、及び「埼

玉の近世社寺建築（昭和 59年　埼玉県教育委員会発

行）」掲載の神社本殿建築 85 棟の中で、当神社は古

さにおいてはほぼ中間に属している。三間社に限れば、

20棟中 9番目の古さとなる。これらの三間社には国・

県・市町村指定の文化財も多く、正徳５年より新しい

ものでも７件が文化財の指定を受けている。

注）掲載写真中、(*1) は「埼玉の近世社寺建築（昭和

５９年　埼玉県教育委員会発行）」、(*2) は「東京の近

世社寺建築（平成元年　東京都教育委員会発行）」掲

載の写真を転載したものである。
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